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座
間
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
ま

た
は
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、

感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合
、
そ
の

療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
に
つ

い
て
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し

ま
す
。

○
支
給
対
象
期
間　

労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
、
３
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
。

○
支
給
額　

直
近
の
継
続
し
た

３
カ
月
間
の
給
与
収
入
の
合

計
額
÷
就
労
日
数
×
３
分
の

２
×
日
数

　

※
１
日
当
た
り
の
支
給
額
は

上
限
が
あ
り
ま
す
。

　

※
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
、
こ
れ
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
期
間
は
、
支
給

し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
給
与
収
入
の

額
が
、
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
傷
病
手
当
金
の
額
よ
り

少
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額

を
支
給
し
ま
す
。

○
適
用
期
間　

令
和
２
年
１
月

１
日
か
ら
規
則
で
定
め
る
日

ま
で
の
間
で
、
療
養
の
た
め

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
期
間
（
入
院
が
継
続
す

る
場
合
な
ど
は
健
康
保
険
と

同
様
、
最
長
１
年
６
カ
月
ま

で
）

○
と　

き　
　

月　

日
、　

月

１０

１７

１１

　

日
、　

月　

日
、
令
和
３

１４

１２

１２

年
１
月　

日
、
２
月
６
日
、

３０

３
月　

日
い
ず
れ
も
土
曜
日

２０

午
後
１
時
〜
３
時（
全
６
回
）

○
と
こ
ろ　

ス
カ
イ
ア
リ
ー
ナ

座
間
３
階
大
体
育
室

○
講　

師　

座
間
市
卓
球
協
会

役
員

○
対　

象　

市
内
在
住
の
小
学

生
○
定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

３０

○
参
加
費　

千
円
（
初
日
に
会

場
で
徴
収
）

○
持
ち
物　

ラ
ケ
ッ
ト
、
運
動

の
で
き
る
服
装
、
上
履
き
、

タ
オ
ル
、
飲
み
物

○
申
込
方
法　

問
い
合
わ
せ
先

で
配
布
し
て
い
る
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
印

を
持
参
し
、
９
月　

日（
金
）

２５

午
後
６
時
ま
で
に
問
い
合
わ

せ
先
へ

○
問
い
合
わ
せ
先　

座
間
卓
球

セ
ン
タ
ー
〒
２
５
２－

０
０

２
１
緑
ケ
丘
３－

　

－

７
1

２７

5
０
４
６
（
２
５
４
）
９
６

６
１
�zam

ataku@
kuh.

biglobe.ne.jp

※
プ
レ
ー
中
以
外
は
マ
ス
ク
を

着
用
し
、会
場
ま
で
の
送
迎
は
、

必
ず
保
護
者
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

市
で
は
、
地
域
経
済
の
活
性

化
と
市
民
の
居
住
環
境
の
向
上

の
他
、
新
し
い
生
活
様
式
で
の

在
宅
勤
務
を
快
適
に
す
る
な
ど

を
目
的
と
し
た
、
住
宅
リ
フ
ォ

ー
ム
補
助
制
度
の
対
象
を
、
例

年
よ
り
も
拡
大
し
、
実
施
し
ま

す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
対
象
要
件　

市
内
在
住
で
、

住
民
登
録
の
あ
る
人
が
所
有

し
、
自
ら
居
住
し
て
い
る
住

宅（
共
同
住
宅
は
専
有
部
分
、

併
用
住
宅
は
住
宅
部
分
）で
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

　

　●
 

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　

　●
 

市
内
に
本
店
、
本
社
が
あ

る
業
者
が
行
う
工
事

　

　●
 

市
が
実
施
す
る
他
の
補
助

制
度
や
南
関
東
防
衛
局
が
行

う
防
音
工
事
と
同
箇
所
で
な

い

　

　●
 

着
工
予
定
の
工
事
（
着
工

済
は
対
象
外
）

　

　●
 

令
和
３
年
３
月　

日（
金
）

２６

ま
で
に
工
事
完
了
書
類
を
提

出

　

　●
 

工
事
費
が　

万
円
以
上（
税

１０

抜
き
）

○
募
集
件
数　

１
５
０
件
程
度

（
多
数
抽
選
）

○
補
助
金
額　

令
和
２
年
度
中

に
行
う
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の

２
分
の
１
（
上
限　

万
円
）

２５

○
申
込
方
法　

９
月　

日
〜　

２４

１０

月　

日
い
ず
れ
も
木
曜
日
午

１５
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
正
午

〜
午
後
１
時
は
除
く
）
に
次

の
提
出
書
類
を
直
接
担
当
へ

（
郵
送
不
可
）

○
提
出
書
類

　

　●
 

市
役
所
４
階
建
築
住
宅
課

で
配
布
す
る
補
助
金
交
付
申

請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

　

　●
 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
見
積
書

の
写
し（
施
工
業
者
の
名
称
・

所
在
地
・
電
話
番
号
の
記
載

と
押
印
が
あ
る
も
の
）

　

市
で
は
、
「
ざ
ま
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と

協
働
で
災
害
発
生
時
の
対
応
や

日
常
の
減
災
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
学
ぶ
講
座
を
開
催
し
ま

す
。

○
と　

き　

９
月　

日
（
土
）

１２

午
前
９
時　

分
〜
正
午
（
午

１５

前
９
時
受
付
開
始
）

○
と
こ
ろ　

市
消
防
庁
舎
多
目

的
会
議
室

○
定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

４０

　

※
駐
車
場
は
市
総
合
防
災
備

蓄
倉
庫
（
緑
ケ
丘
６－

１－

　

）
。

１５
○
参
加
費　

無
料

○
申
込
方
法　

氏
名
、
住
所
、

連
絡
先
、参
加
人
数
を
電
話
、

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
担
当

へ

　

※
一
業
者
の
申
請
枠
は
５
件

ま
で
。
見
積
も
り
を
依
頼
す

る
際
は
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

　●
 

撮
影
日
入
り
の
現
況
写
真

（
住
宅
の
全
景
、工
事
部
分
）

＊
＊
＊
＊
＊

担
当 

国
保
年
金
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
6
7
2

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民
健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険
傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷
病病病病病病病病病病病病
手手手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当当当
金金金金金金金金金金金金
のののののののののののの

民
健
康
保
険
傷
病
手
当
金
の

支支支支支支支支支支支支
給給給給給給給給給給給給
支
給

　

就
労
経
験
の
な
い
方
、
退
職

か
ら
長
期
経
過
し
た
方
な
ど
、

働
く
こ
と
に
不
安
を
抱
え
る
方

へ
働
く
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を
行

っ
て
お
り
、
次
の
通
り
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

※
同
相
談
会
は
本
人
以
外
で
も

参
加
で
き
ま
す
。

○
と　

き　

９
月
８
日
（
火
）

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

○
と
こ
ろ　

は
た
ら
っ
く
・
ざ

ま
（
相
武
台
１－

　

－

６
三

３５

裕
ビ
ル
２
階
）

○
費　

用　

無
料

○
申
込
方
法　

電
話
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
直
接
問
い
合
わ
せ

先
へ

○
問
い
合
わ
せ
先　

は
た
ら
っ

く
・
ざ
ま
1
０
４
６
（
２
０

４
）
７
６
２
４　

5
０
４
６

（
２
０
４
）
７
６
２
５

担
当 

建
築
住
宅
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
3
9
6

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

住住住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
リリリリリリリリリリリリ
フフフフフフフフフフフフ
ォォォォォォォォォォォォ
ーーーーーーーーーーーー
ムムムムムムムムムムムム
補補補補補補補補補補補補
助助助助助助助助助助助助

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集
対対対対対対対対対対対対
象象象象象象象象象象象象
のののののののののののの
拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡
大大大大大大大大大大大大

募
集
対
象
の
拡
大

担
当 

危
機
管
理
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
3
9
5

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
7
7
3

防防防防防防防防防防防防
災災災災災災災災災災災災
・・・・・・・・・・・・
減減減減減減減減減減減減
災災災災災災災災災災災災
セセセセセセセセセセセセ
ミミミミミミミミミミミミ
ナナナナナナナナナナナナ
ーーーーーーーーーーーー

防
災
・
減
災
セ
ミ
ナ
ー

担
当 

生
活
援
護
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
5
6
6

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

就就就就就就就就就就就就
労労労労労労労労労労労労
準準準準準準準準準準準準
備備備備備備備備備備備備
定定定定定定定定定定定定
例例例例例例例例例例例例
相相相相相相相相相相相相
談談談談談談談談談談談談
会会会会会会会会会会会会

就
労
準
備
定
例
相
談
会

担
当 

ス
ポ
ー
ツ
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
1
7
7

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

小小小小小小小小小小小小
学学学学学学学学学学学学
生生生生生生生生生生生生
卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓
球球球球球球球球球球球球
教教教教教教教教教教教教
室室室室室室室室室室室室

小
学
生
卓
球
教
室

　

障
害
年
金
は
、
一
定
以
上
の

障
が
い
の
あ
る
方
に
支
給
す
る

年
金
で
す
。
市
役
所
で
相
談
・

受
け
付
け
を
し
て
い
る
の
は
障

害
基
礎
年
金
で
す
。
障
害
厚
生

年
金
、
障
害
共
済
年
金
に
つ
い

て
は
、
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
対　

象　

次
の
全
て
を
満
た

す
方

　

　●
 

障
が
い
の
原
因
と
な
る
病

気
や
け
が
の
初
診
日
が
国
民

年
金
加
入
期
間
ま
た
は　

歳
２０

以
前
、　

歳
以
上　

歳
未
満

６０

６５

（
老
齢
基
礎
年
金
繰
上
受
給

者
を
除
く
）

　

　●
 

障
害
認
定
日
に
障
が
い
の

程
度
が
国
民
年
金
法
の
障
害

等
級
基
準
を
満
た
し
て
い
る

　

　●
 

初
診
日
前
日
に
保
険
料
の

滞
納
期
間
が
３
分
の
１
を
超

え
て
い
な
い
ま
た
は
初
診
日

前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保

険
料
の
滞
納
が
な
い
（
初
診

日
が
令
和
８
年
３
月　

日
ま

３１

で
の
特
例
）

○
支
給
額　

年
額
▽
１
級
＝　
９７

万
７
１
２
５
円
▽
２
級
＝　
７８

万
１
７
０
０
円

※
生
計
を
維
持
し
て
い
る　

歳
１８

未
満
の
子
（　

歳
に
到
達
し
た

１８

場
合
は
そ
の
年
度
中
は
対
象
）

ま
た
は　

歳
未
満
で
１
・
２
級

２０

の
障
が
い
の
あ
る
子
が
い
る
方

は
支
給
額
に
加
算
を
し
ま
す
。

※
「
初
診
日
」
は
、
障
が
い
の

原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が
に

つ
い
て
、
初
め
て
医
師
の
診
察

を
受
け
た
日
。

※
「
障
害
認
定
日
」
は
、
原
則

初
診
日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経

過
し
た
日
（
１
年
６
カ
月
以
内

に
症
状
が
固
定
し
た
場
合
は
そ

の
日
が
障
害
認
定
日
と
み
な
さ

れ
ま
す
）
。
詳
し
く
は
、
問
い

合
わ
せ
先
ま
た
は
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

厚
木
年
金

事
務
所　

1
０
４
６
（
２
２

３
）
７
１
７
１
（
代
表
）

担
当 

国
保
年
金
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
3
5

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害
基基基基基基基基基基基基
礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
年年年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金金金
のののののののののののの
支支支支支支支支支支支支
給給給給給給給給給給給給

害
基
礎
年
金
の
支
給


